
１　共通する指導事項

項目 指導事項 ポイント

　利用料が、利用者負担２割、３割の利用者に対応する
内容となっていない。

　一定以上の所得がある利用者の負担について、平成27年８月からは２
割負担、平成30年８月からは３割負担の支払いを受けることとされていま
す。
　運営規程又は重要事項説明書において、負担割合が２割及び３割負
担の利用者に対応していない事業所が見受けられましたので、再度、運
営規程及び重要事項説明書の記載内容を確認していただき、未対応の
事業所は速やかに修正してください。なお、運営規程を変更する場合は、
速やかに寝屋川市に届け出てください。

　重要事項説明書又は運営規程に記載のサービス内
容、利用料、加算が実態と相違している。

　サービスの提供の開始に際し、あらかじめ利用申込者又はその家族に
対し、利用申込者がサービスを選択するために必要な重要事項（運営規
程の概要や勤務体制等）について説明し、同意を得なければなりません
が、説明した内容と実際のサービス、利用料金、算定している加算等の
実態が相違している事例が見受けられました。
　運営規程と重要事項説明書の記載内容は実態に即した内容とし、相違
がないかを定期的に確認し、常に整合を図るようにしてください。なお、運
営規程を変更する場合は、速やかに寝屋川市に届け出てください。

　運営規程と重要事項説明書の記載に相違がある。
・キャンセル料、交通費
・通常の実施地域
・営業日、従業員の勤務体制、員数　等

　特に、キャンセル料、交通費について、重要事項説明書にしか記載して
いない事例が見受けられました。
　運営規程と重要事項説明書の記載内容は実態に即した内容とし、記載
内容に相違がないかを定期的に確認するなど、常に整合を図るようにし
てください。なお、記載内容の整合の確認の結果、運営規程を変更する
場合は、速やかに寝屋川市に届け出てください。

　重要事項説明書に記載すべき項目に不足がある。
・事故発生時の対応
・サービスの第三者評価の実施状況

　事故発生時の対応やサービスの第三者評価の実施状況について、重
要事項説明書に記載していない事例が見受けられました。
　適宜、重要事項説明書の記載内容を確認していただき、記載すべき項
目に不足がある場合は速やかに修正してください。

重要事項説明書
及び運営規程
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項目 指導事項 ポイント

・サービスに係る個別サービス計画が居宅サービス計画
に基づいた内容となっていない。
・個別サービス計画作成後、実施状況の把握を行い、必
要に応じて個別サービス計画を見直ししていない。

　サービスに係る個別サービス計画は、サービス担当者会議等から、
サービス提供により利用者が解決すべき課題を適切に把握した上で、作
成するようにしてください。
　また、管理者等はサービス提供に当たっては、個別サービス計画に基
づき行われるよう適切に管理・監督を行ってください。
　なお、個別サービス計画を作成せずに行うサービス及び個別サービス
計画に基づかないサービスについては、適切なサービスとは認められな
いため、介護給付費及び利用者負担の請求はできません。

　利用者又はその家族に個別サービス計画がサービス
提供前に交付されていない。

　個別サービス計画を作成（変更を含む。）した場合は、当該計画が居宅
サービス計画に沿ったものであるかを確認したうえで、当該計画の目標
及び内容等について利用者又はその家族に説明し、サービスを提供す
る前に必ず交付してください。

　要支援者に対するサービスに係る介護予防の個別
サービス計画にサービスの提供を行う期間が記載されて
いない。

　介護予防のサービスに係る個別サービス計画には、当該計画でサービ
スの提供を行う期間を記載してください。
　また、サービスの提供を行う期間が終了するまでに、１回はモニタリン
グ（※）を行い、当該計画に定める目標の達成状況等の把握を行ってくだ
さい。
※サービス計画の実施状況等を把握し、記録を作成すること。

【（介護予防）福祉用具貸与】
　福祉用具貸与計画が介護支援専門員に交付されてい
ない。

　福祉用具貸与計画は、利用者の心身の状況、希望及び置かれている
環境を踏まえて作成してください。
　サービス内容等への利用者の意向の反映の機会を保障するため、当
該計画を説明した上で利用者からの同意を得て交付してください。
　また、当該利用者に係る介護支援専門員にも必ず交付してください。

【居宅介護支援】
　居宅サービス計画の作成時におけるアセスメントにお
いて、把握すべき課題分析標準項目（23項目）のうち、記
録する項目が不足している。

　居宅サービス計画の作成時におけるアセスメント（※）の項目が課題分
析標準項目の全てを具備しているかを確認していただき、不足がある場
合は、速やかに改善してください。（介護サービス計画書の様式及び課題
分析標準項目について（平成11年老企第29号別添））
※利用者の状況を把握・分析し、解決すべき課題を明らかにすること。

居宅サービス計画
個別サービス計画



項目 指導事項 ポイント

　サービスの内容、サービスの提供時間又はサービス提
供者の氏名が実態と相違している。

　利用者が支払うべき利用料の額の適正を確保するためには、事業者に
おいて利用者に対して提供したサービスの具体的内容を適切に記録しな
ければなりません。
　記録の内容が実態と相違している場合は、適切なサービスとは認めら
れないため、介護給付費及び利用者負担の請求はできません。

【認知症対応型共同生活介護】
　被保険者証に入居の年月日又は入居している住居の
名称を記載していない。

　居宅療養管理指導以外の居宅サービス給付及び施設サービス給付を
受けることができないことから、他の事業者等が確認できるよう入居に際
しては入居の年月日及び住居の名称を記載してください。

サービスの実施状況
の把握・評価

　提供したサービスについて、目標達成の度合いや利用
者及びその家族の満足度等について評価されていない。

　サービスの提供に当たっては、目標への達成度合いや満足度などにつ
いて常に確認し、必要に応じて個別サービス計画を修正するなど、その
改善を図るようにしてください。

領収証
　領収証に医療費控除の対象となる金額又は利用者の
居宅サービス計画を作成した事業所名が記載されてい
ない。

　利用者から利用料の支払いを受けた都度、領収証を交付してください。
また、当該領収証には、居宅サービス計画に訪問看護等の居宅サービ
スが位置付けられていることを確認の上、「医療費控除の対象となる金
額」及び「居宅サービス計画を作成した事業所名」を記載してください。

サービスの質の評価
　提供するサービスの質について、自己評価とこれに基
づく改善が行われていない。

　評価の方法は任意ですが、自己評価シートの作成、利用者等へのアン
ケート調査等により、事業所が提供するサービスの質の評価を行い、常
にその改善を図るようにしてください。

管理者の責務
　事業所の従業者及び業務の管理が一元的に行われて
いない。

　従業者の出退勤の管理やシフト等による業務管理が行われていない
事例が見受けられました。管理者は、従業者の管理及び業務の実施状
況の把握その他の管理を一元的に行ってください。また、従業者に運営
基準を遵守させるための指揮命令を適切に行ってください。

サービスの提供の記
録



項目 指導事項 ポイント

　雇用契約書、労働条件通知書等によって、事業所の従
業者であること及びそれらの者が管理者の指揮命令下
にあることが明確になっていない。

　雇用契約書、労働条件通知書等に就業場所（事業所名）、職種等（介
護職員等）を明記し、管理者の指揮命令下にあることを明確にしてくださ
い。

　従業者の日々の勤務時間が明確に区分されていない。

　利用者に対する適切なサービス提供体制を確保するため、事業所ごと
に勤務表を作成し、日々の勤務時間、職務内容、常勤・非常勤の別、管
理者との兼務関係等を明記し、従業者の勤務状況を把握し、適切に管理
してください。

秘密保持
　従業者又は従業者でなくなった者に対して、業務上知り
得た利用者及び利用者の家族の秘密を漏らさないため
の必要な措置がとられていない。

　従業者又は従業者でなくなった後においても、秘密を保持すべき旨を
雇用時等に取り決め、例えば違約金についての定めを置くなどの措置を
講じてください。

苦情処理 　苦情についての記録が整備されていない。

　事業者が組織として迅速かつ適切に対応するため、苦情の受付日、内
容等を記録するとともに、苦情がサービスの質の向上を図るうえで重要
な情報であると認識し、苦情の内容を踏まえサービスの質の向上に向け
た取り組みを行ってください。

【地域密着型通所介護】
　概ね６月に１回以上運営推進会議を開催していない。
【認知症対応型共同生活介護】
　概ね２月に１回以上運営推進会議を開催していない。

　利用者、地域住民の代表者等に対して、サービス内容等を明らかにす
ることにより利用者の「抱え込み」を防止し、サービスの質の確保を目的
として「運営推進会議」を設置し、基準に定められた頻度で活動状況を報
告してください。

【地域密着型通所介護、認知症対応型共同生活介護】
　運営推進会議での報告、評価、要望及び助言等につい
ての記録を公表していない。

　運営推進会議での報告、評価、要望及び助言等の記録を事業所内掲
示やホームページ等の方法により公表してください。

業務管理体制整備
に関する届出（変更
含む。）

　介護保険法の規定に基づき、介護サービス事業者には、法令遵守等
の業務管理体制の整備が義務付けられています。整備すべき業務管理
体制は事業所数に応じて定められています。令和３年４月１日から、事業
所が寝屋川市のみに所在する事業者は、届出先が寝屋川市へと変更さ
れています。

地域との連携等

勤務体制



２　特に注意していただきたい指導事項

項目 指導事項 ポイント

人員に関する基準

【（介護予防）認知症対応型通所介護】
　個別機能訓練加算に係る個別機能訓練を実施してい
る時間帯において、看護職員又は介護職員の置くべき員
数が配置されていない。

　看護職員が加算に係る機能訓練指導員の職務に従事する場合には、
当該職務の時間は、認知症対応型通所介護事業所における看護職員と
しての人員基準の算定には含めることができません。

身体的拘束等の適
正化

【（介護予防）認知症対応型共同生活介護】
・「身体的拘束等の適正化のための指針」に必要な項目
が盛り込まれていない。
・「身体的拘束等の適正化のための指針」に基づいた研
修プログラムを作成し、定期的（年２回以上）な教育を実
施していない。

　利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを
得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはなりません。
　身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の
心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければなりません。
　また、事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、身体的拘束適正
化検討委員会の設置等の措置を講じなければなりません。

 介護報酬
 （特定事業所加算）

　特定事業所加算の要件を満たしていない。
【訪問介護】
・全ての訪問介護員ごとに個別具体的な研修の目標、内
容、研修期間、実施時期等を含めた研修計画を作成し、
当該計画に従い研修を実施していない。
・訪問介護員等の技術指導を目的とした会議を概ね１月
に１回以上開催していない又は開催状況の概要の記録
がされていない。
・サービス提供に当たっての留意事項の伝達が不十分で
ある。
【居宅介護支援】
・管理者が介護支援専門員の研修目標の達成状況を適
宜確認し、改善措置を講じていない。

　特定事業所加算を算定するに当たっては、加算の区分に応じて複数の
要件の全てを満たす必要があります。
　再度、加算の要件を御確認していただき、加算の要件に適合した、適
切な運営を行ってください。



項目 指導事項 ポイント

 介護報酬
 （個別機能訓練加
算）

　個別機能訓練加算の要件を満たしていない。
【地域密着型通所介護】
　機能訓練指導員が配置される曜日があらかじめ定めら
れ、利用者や居宅介護支援事業者に周知されていない。

　個別機能訓練加算を算定するに当たっては、加算の区分に応じて複数
の要件の全てを満たす必要があります。
　再度、加算の要件を御確認していただき、加算の要件に適合した、適
切な運営を行ってください。

 介護報酬
 （サービス提供体制
強化加算）

　サービス提供体制強化加算の要件を満たしていない。
【（介護予防）訪問入浴介護】
・全ての従業者ごとに、個別具体的な研修の目標等が記
載された研修計画を作成していない。
・事業所の全ての従業員に対し、少なくとも１年以内ごと
に１回以上事業主の負担により健康診断を実施していな
い。
・サービス提供に当たっての留意事項に係る伝達又は従
業者の技術指導を目的とした会議に事業所において
サービス提供に当たる全ての従業者が参加していない。

　サービス提供体制強化加算を算定するに当たっては、加算の区分に応
じて複数の要件の全てを満たす必要があります。
　再度、加算の要件を御確認していただき、加算の要件に適合した、適
切な運営を行ってください。

 介護報酬
 （生活機能向上連
携加算）

　生活機能向上連携加算の要件を満たしていない。
【（介護予防）認知症対応型通所介護】
・医療提供施設の理学療法士等が事業所を訪問し、当
該事業所の機能訓練指導員等が共同して利用者の身体
状況等の評価をしていない。
【（介護予防）認知症対応型共同生活介護】
・生活機能の向上を目的とした認知症対応型共同生活
介護計画の作成に当たり、必要な要件を満たしていな
い。

　生活機能向上連携加算を算定するに当たっては、加算の区分に応じて
複数の要件の全てを満たす必要があります。
　再度、加算の要件を御確認していただき、加算の要件に適合した、適
切な運営を行ってください。



項目 指導事項 ポイント

 介護報酬
 （医療連携体制加
算）

　医療連携体制加算の要件を満たしていない。
【（介護予防）認知症対応型共同生活介護】
・重度化した場合の対応に係る指針を入居の際に利用
者等に説明し、同意を得ていない。
・利用者に対する日常的な健康管理を行っていない。
・通常時及び状態悪化時における主治医等との連絡、調
整を行っていない。

　医療連携体制加算を算定するに当たっては、加算の区分に応じて複数
の要件の全てを満たす必要があります。
　再度、加算の要件を御確認していただき、加算の要件に適合した、適
切な運営を行ってください。

 介護報酬
 （栄養管理体制加
算）

　栄養管理体制加算の要件を満たしていない。
【（介護予防）認知症対応型共同生活介護】
・管理栄養士から従業者に対し、栄養ケアに係る技術的
助言及び指導が行われていない。
・栄養ケアに係る技術的助言及び指導が行われた際の
記録に「当該事業所における目標」が記載されていな
い。

　加算の要件を御確認していただき、加算の要件に適合した、適切な運
営を行ってください。

 介護報酬
 （口腔衛生管理体
制加算）

　口腔衛生管理体制加算の要件を満たしていない。
【（介護予防）認知症対応型共同生活介護】
・歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の
技術的助言及び指導が行われていない、又は技術的助
言及び指導に基づき、口腔ケア・マネジメント計画が作成
されていない。

　加算の要件を御確認していただき、加算の要件に適合した、適切な運
営を行ってください。



項目 指導事項 ポイント

 介護報酬
 （科学的介護推進
体制加算）

　科学的介護推進体制加算の要件を満たしていない。
【通所サービス、居住サービス及び多機能サービス】
　LIFEへの情報を提出すべき月について、情報の提出が
行われていない。

　利用者ごとのADL値（ADLの評価に基づき測定した値）、栄養状態、口
腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状況等に係る基本的な
情報をLIFEを用いて厚生労働省に提出しなければなりません。次の各号
に定める月の翌月10日までに提出してください。
⑴　算定開始月においてサービスを利用している者については、当該
　算定開始月
⑵　算定開始月の翌月以降にサービスの利用を開始した者について
　は、当該サービスの利用を開始した日の属する月
⑶　⑴又は⑵の月のほか、少なくとも６月ごと
⑷　サービスの利用を終了する日の属する月

 介護報酬
 （運営基準減算）

【居宅介護支援】
　運営基準減算に該当するにもかかわらず、減算されて
いない。

　要介護更新認定を受けた場合における居宅サービス計画の作成に当
たり、介護支援専門員がサービス担当者会議を開催していない事例が
見受けられました。
　居宅介護支援の運営基準を確認し、適切な運営を行ってください。
　なお、運営基準減算事由に該当する場合は、当該事由に該当するに
至った月は所定単位の100分の50に相当する単位数で算定し、運営基準
減算が２か月以上継続している場合は、所定単位数の算定はできませ
ん。


